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【不法就労・不法滞在防止にご協力を！】 

  事業主のみなさんへ、外国人を雇用する場合

は、適法に働くことができる外国人かどうかを

確認してください！ 

  旅券、在留カード 

就労資格証明書等を 

コピーではなく実物で 

在留資格、在留期間を 

確認してください。 
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西尾警察署 
東幡豆駐在所 

   榎本 
０５６３－５７－０１１０                              
不在時は地域課へ

 

 

《薬物乱用の恐ろしさ》 
 

薬物を軽い気持ちで 1 度でも摂取すると、何度でも摂取したくなる性

質つまり依存性を持っています。 

「殺される」「つけられている」「見られている」などといった妄想や幻

覚が現れ、何も関係ない人を巻き込む殺人や放火などの２次犯罪を起こ

し、その悲劇は本人のみにはとどまりません。 

《危険ドラッグの乱用》 

 危険ドラックは「合法ハーブ」「アロマ」「お香」と称し販売されており、

使用した若者等が吸引直後に意識障害となり、交通事故を引き起こすなど

の被害も出ており、最悪の場合は死に至る大変危険な薬物です。 

《覚醒剤等薬物追放にご協力を》 

 覚醒剤等の薬物を社会から追放するためには、あなた自身が甘い誘いに

のらないことはもちろんあなたの周りで覚醒剤等の薬物を扱っている人

を見たり聞いたりしたときは、警察本部か警察署、交番、駐在所に通報し

て下さい。 

                 

海のレジャー時にご注意！ 
１車上ねらいに注意 

車内の貴重品は置かないようにしま

しょう。 

２飲酒運転は絶対にしない 

同乗もしない。 

３地震が起きたら、海から離れましょう。 

         

４禁止場所での 

バーベキューや花火等をしない。       

                     

事件事故を見たら   
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